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私が人生の進路を大まかに決めたのは、高校

2 年生の時だった。居住地鹿児島では、毎年水

害や土砂災害が発生し、多くの人命や財産が失

われた。このような経験により、将来は「防災」

に係る仕事に就いて、水害等を未然に防ぎたい

と考え、土木の道を志した。大学の土木工学科

学生の就職は、大まかに言って、公務員になる

者と民間企業に進む者に二分される。学生時代

を過ごした 1980 年代においては、国際社会が

南アフリカのアパルトヘイトに反対して、文化

交流を禁止し、経済制裁に動くなかで、日本は

逆に、南アフリカの最大の貿易相手国になり、

国際社会の非難の的となっていた。これは、私

が民間企業を敬遠し、公共の利益のみを追求す

れば良い公務員を志向する決定的な理由となっ

た。すなわち、会社の利益を追求する結果とし

て、公共の利益に反することを嫌い、公務員な

らば、良心と法律、公共の福祉に従う限り、ジ

レンマに陥ることはないと考えていたからであ

る。 
首尾よく国家公務員試験に合格し、建設省

（当時）に採用された。その後しばらくは、公

共投資340兆円計画などもあって、追い風の状

況にあったが、バブル崩壊とともに、雲行きが

怪しくなった。長良川河口堰をはじめとして、

八ツ場ダム、宇奈月ダム、徳山ダム、川辺川ダ

ムなど多くのダムが反対運動にさらされた。河

川工事も例外ではなく、「近年氾濫被害が発生し

ていないので、もはや治水事業に投資する必要

はないのではないか。」との意見や河川工事が自

然破壊とする過激な意見まで出され、毎日のよ

うにマスコミから批判される記事が掲載される

状況に陥った。大学時代に所属したクラブの同

窓会に出席しても、「三石君、長良川河口堰の担

当から外れて良かったね。これで堂々と仕事の

担当を人に言える。」とまで言われる始末であっ

たし、その後の担当も四万十川や千曲川の水利

権更新問題、蒲原沢砂防堰堤工事労働災害訴訟、

黒部川連携排砂公害調停、風力発電の海岸占用

行政不服審査、阿賀川災害復旧工事反対運動対

応など「喧嘩や訴訟」が目白押しで、後ろ向き

の話が多かった。その後長野県が発した「脱ダ

ム宣言」により、多くのダムが中止されもした。

さらには、バブル崩壊後は、一貫して公共事業

予算が縮減されてきたことも相まって、自信を

失う職員も多く、「自分の仕事は、世間の役に立

っているのだろうか。こんなはずじゃなかった。」

と自問する時もしばしばあった。 
平成29年に33年間の勤めを終えて、国土交

通省を退官した。この頃から、地球温暖化に伴

う気候変動により、激甚な水害等が毎年のよう

に日本列島を襲い、対策として国土強靭化政策

が立案され、治水予算も久しぶりに大幅に増加

に転じた。国土交通省の後輩達の災害対応の激

務に追われながらも、疲れを見せず、やりがい

のある仕事に生き生きと取り組む様子がまぶし

い。私の偽らざる気持ちは、次のとおりである。 
 
「役所を退官したら、これか。」 
 
私の担当した仕事も現在では、地域住民やマ

スコミに受け入れられ、十分にその機能を発揮

している。中でも、長良川中小藪地区において

本邦第1号工事として取り組んだ多自然型川づ

くりは、治水工事のスタンダードとして定着し

ている。これらは、必要な工事であったが、数

十年単位の世論のうねりの中で紆余曲折に見舞

われたのだろう。現在では、ダムを取り巻く空

気も大幅に改善し、ダムツーリズムがもてはや

されるなど、環境は羨ましい限りだ。後輩達に

は、土木を志した初心を忘れず、国民の負託に

応えるべく、困難かつ崇高な課題である「防災」

にしっかりと取り組んでいただきたいと考えて

いる。 

 

治水事業と我が人生 

特別研究理事 三石 真也 
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Ⅰ．新型コロナウイルス感染拡大が建設業に与えた影響と対応策 

 

１. 調査の目的  

2019 年 12 月以降、中国湖北省武漢市を中心に発生し、世界中で爆発的な流行を及ぼして

いる新型コロナウイルス感染症は、2021 年 9 月現在、日本国内の感染者は累計約 165 万人

にのぼっている。ワクチンの普及が進むものの、デルタ株等変異型ウィルスの蔓延はその対

策を困難にしている。 

経済への影響も甚大であり、世界各国との人流の抑制や数度にわたり発令された緊急事

態宣言等の下で、大きな経済停滞を招いている。建設業界においてもその影響は顕著であり、

現場の一時休止や感染防止対策による作業能率の低下など直接的影響に加えて、民間需要

の多い建築や新型コロナウイルス対策により財政の悪化に見舞われている地方公共団体の

公共事業などを中心に建設投資額の低迷が懸念されており、今後の見通しは不透明である。 

このような状況を背景として、本報告は、建設業の経営、働き方、さらには現場等に与え

た影響の実態を把握し、それによってどのような変化が生じているのか、今後どのような取

組が必要かの観点で調査・分析を行うことを目的に、地域建設業を対象に実施したアンケー

ト結果について報告を行うものである。  

  

 

２. アンケート実施概要  

 

(1) アンケート対象企業 

各都道府県の建設業協会に所属する企業 18,829 社（2021 年 6月末現在） 

 

(2) アンケート方式 

Web アンケート（全国建設業協会を通じて依頼） 

 

(3) アンケート回答期間 

2021 年 6月 18 日～7月 30 日 

 

(4) アンケート回答者数 

1,558 社（回答率 8.3%）※8月 2日集計 
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(5) 設問一覧 

 

（1） 回答企業の資本金種別・業種 

（2） 現場の休止状況 

（3） 
 

テレワークの実施状況 

（4） 学校等の休校に伴う影響 

（5） コロナ禍／コロナ後の働き方の新しいスタイル 

（6） COCOA の利用状況 

（7） 採用者数への影響 

（8） 現場の閉所状況、職員の休日取得状況 

（9） 入札・契約時の措置（工事開始前） 

（10） 入札・契約時の措置（契約後） 

（11） 感染防止対策費の設計変更協議の実施状況 

（12） 国、地方自治体の支援策の活用状況 

（13） 生産性向上に関する取組（ICT 工事） 

（14） 生産性向上に関する取組（その他） 

 

３. アンケート結果（概要・詳細な分析）  

アンケート結果の概要と詳細な分析を以下に示す。各項目の詳細については 4章に示す。 

 

概要 

 新型コロナウイルス感染拡大による建設業への影響と対策について、各都道府県の建設

業協会に所属する企業にアンケートを実施し、1,558 社より回答をいただき、以下に示すこ

とが把握された。 

休止した現場は、1割程度であった。閉所日数、職員の休暇日数は、それぞれ 10％、20％の

企業で増加した。しかし、週休二日制の導入は、約 6割の企業が 4週 6日以下に留まってお

り、その普及は道半ばである。新しい働き方として、出張や外出の自粛・制限、時間外労働

の縮減、対面営業の自粛、オンライン会議などが多くの企業で採用されており、時間外労働

縮減やオンライン会議は終息後も引き続き実施したいと考えられている。一方、テレワーク

の導入は現場での適用困難もあり、低調である。生産性向上に向けた ICT 工事について、コ

ロナをきっかけに導入した企業は 5％に留まり、国土交通省の掲げる 2023 年全面的な

BIM/CIM 適用に向けて更なる促進が望まれる。入札・契約の特例は工事着手前後で約 5割の

企業に適用されており、約 6 割の企業が利用した政府等の支援策と相まって相当の効果を

発揮している。新規採用職員数は、2022 年「増加」とする企業が約 9％減少し、昨今顕在化

している技能労働者不足の解消や将来の担い手確保が危ぶまれる状況にある。 
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Ⅰ．回答企業 

回答企業の資本金種別は 1,000 万円以上 1 億円未満の中小企業が 9 割を占める（図-1）。

業種は、土木工事業が約 6割、土木・建築工事業が約 3割、建築工事業が約 1 割である（図

-2）。 

 

Ⅱ．全体的な影響 

現場の休止状況について、2020 年 3 月～7 月の感染拡大当初は多くの現場で休止された

が、その数は約 1 割程度に留まっている。その後休止する現場は減少したが、2021 年 4 月

～6月の期間は休止現場が微増している。現場の休止状況は、発注者からの指示による休止

が若干多く占めるが、地域によって異なる（図-3～図-12）。休止する現場が 1割程度に留ま

る理由は、建設業が地域を支える担い手であることと、建設現場はオープンであり、作業時

は三密になるリスクが少ないことと推察される。 

コロナ禍において、現場の閉所状況は、約 1割の企業が「増加した」と回答（図-25）、職

員の休日取得日数は約 2 割の企業が「増加した」と回答した（図-27）。週休二日制の導入

は、約 6割が 4週 6休以下と回答し（図-26、図-28）、依然その普及は道半ばである。また

工期の見直し、平準化の取組もなされていると考えられる。 

感染防止に効果があると考えられるテレワークの実施状況は、コロナ禍をきっかけに「テ

レワークを導入した（導入検討も含む）」企業は 20％に過ぎなく、77%の企業が「導入する

予定はない」と回答している（図-13）。建設現場の特殊性を反映して、導入した企業の内、

半数が内勤での導入である。また、実施している企業でも継続的な実施ではなく感染状況等

に応じて判断している結果であった（図-14～図-16）。 

学校等の休校に伴う影響は、「影響があった」のは約 3割の企業であり、その内ほとんど

の企業で「代理等の確保ができた」と回答した（図-17）。 

新しい働き方のスタイルについては、出張や外出の自粛・制限、時間外労働の縮減、対面

営業の自粛、オンライン会議などが多く採用されており、このうち時間外労働縮減やオンラ

イン会議はほとんどの企業が引き続き実施したいと考えている（図-19～図-21）。 

採用者数については、2022 年度見込みは 2021 年度に比べて「同等」「減少」の回答割合

が多く、「増加」の企業は約 9％減少した（図-23、図-24）。コロナの全体的な経済への打撃

で先行き不透明な状況から積極的に採用する企業が減少したと考えられる。 

 

Ⅲ．特例措置、支援策の活用状況 

工事開始前の入札契約時には、5割弱の企業にて、電子契約への移行やメールや郵便を用

いた非対面での応対、設計図書の閲覧方式をインターネット上での閲覧や配布に変更され

るなどの特例措置がなされた（図-29）。 

契約後の現場においては、5割弱の企業において特例措置が「あった」と回答し、その内
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容は「設計変更協議」が最も多く「工期の見直し」「一時中止」と続く（図-30）。設計変更

協議の実施状況は、国発注工事が最も進んでおり、都道府県発注工事や市町村発注工事、民

間発注工事の順である（図-31、図-32）。特に民間発注工事や公共事業である市町村発注工

事において、その改善が望まれる。 

国や地方自治体のコロナ禍の支援策は約 6割の企業が「活用した」と回答（図-33）。「給

付金関係」「資金繰り関係」が多い。「生産性向上関係」の活用も多く、ICT の導入を後押し

している。 

 

Ⅳ．生産性向上の取組について 

ICT 工事については、コロナをきっかけに導入を始めた企業は 5%に留まり、半数以上の企

業が現在も適用していない（図-34）。国土交通省は、2023 年度までに小規模を除く全ての

公共工事における BIM/CIM 原則適用を目標としており、さらなる取り組みが待たれる。 

その他の生産性向上の取組については、施工管理業務における IT 活用が多い（図-39）。

発注者への提出書類の簡素化や ASP の導入、遠隔臨場の導入も進んだ。 

 

詳細な分析 

現場の休止は 1 割未満であるものの、国や地方自治体の支援策を約 6 割の企業が活用し

ており、現場の一時休止や消毒薬やマスク、パーテーションなどの感染対策費や非対面・非

接触による業務遂行が余儀なくされたことによる新しい設備の導入などで企業の資金面に

影響を与えたと考えられる。感染対策費の協議の実施状況は、民間発注工事の他、中小企業

の受注が多い市町村発注工事において協議に応じてくれた割合が少なく、改善が求められ

る。 

現場の閉所日数や職員の休日取得日数について、コロナ以前と比べて変化がない企業が

大半を占めるが、閉所や休日が増加したと回答する企業もあり、発注者により工期の見直し

が行われたことも要因の一つであると考えられる。日数でいうと、4週 8 休以上は約 3割の

企業に留まり、週休二日制の導入は、他産業に比べて見劣りする状況にある。 

入札・契約時には、電子契約への移行の措置も見られ、国直轄と比べると導入が遅れてい

た地方自治体においても普及拡大のきっかけになっている。 

新しい働き方や生産性向上について、まず、テレワークは建設業の作業の性質上、導入は

わずかであった。導入した企業では、内勤部門での導入が多くを占めるが、中には外勤部門

での導入を行っている企業もあり、企業ごとに工夫をしている。次に、ICT 工事については、

コロナをきっかけに導入をした企業は少数であった。今回の回答企業の半数以上は適用し

ておらず、工事内容と導入コストが見合わないことなどが要因として考えられる。ICT 工事

以外の生産性向上の取組については、コロナ以前よりゼネコンなどで普及が進んでいたア

プリなどを活用して測量や書類作成などの効率を上げる取組を中小企業においても普及が

拡大している。発注者提出の書類の簡素化や ASPの導入も進んでいる。新型コロナウイルス
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感染症拡大が、IT活用が遅れている建設業界において IT 活用を推進する一つの契機になっ

たと言える。 

打合せや会議については、コロナが終息しても、オンライン会議を継続して取り組みたい

という回答が多く、今後テレワークの拡大等にも寄与すると見られる。一方、出張や対面営

業は再開したいとする企業が多い。 

全体的な結果を見ると、建設業界への経済的な影響はあるものの、新しい働き方、生産性・

効率性向上に関わる取組を導入する動きに一部では繋がっており、業界全体として近代化

とイメージアップが図られると考えられる。そして、このような働き方の改革を建設業界全

般になお一層普及させることにより、業界の課題である人材確保や時間外労働の縮減に寄

与していくことが期待される。 

 

４. アンケート結果（詳細）  

 

（1）回答企業の資本金種別・業種 

 

 

‧ 回答企業は主に中小企業である 

‧ 業種は土木工事業が約 6割、土木・建築工事業が約 3割、建築工事業が約 1割である 

 

（2）現場の休止状況 

‧ 2020 年 3 月～7 月の感染拡大当初も約 9割の現場が休止していない 

‧ その後休止する現場は減少したが、2021 年 4月～6月の期間は休止現場が微増 

‧ 発注者からの指示による休止が若干多く占めるが、地域によって異なる 
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（3）テレワークの実施状況 

‧ コロナ禍をきっかけに「テレワークを導入した（導入検討も含む）」企業は 20％であり、   

77%の企業が「導入する予定はない」と回答している 

‧ 導入した企業の内、半数が内勤での導入である 

‧ テレワークの実施は継続的ではなく、感染状況等に応じて判断している 
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（4）学校等の休校に伴う影響 

‧ 70%に近い企業が自身の会社において「影響なし」と回答している 

‧ 「影響があった」と回答した企業の内、約 70％の企業が「代理等の確保ができた」と 

回答し、約 5％は、「対応が難しかった」と回答 

‧ 協力会社における影響については、約半数が「影響なし」、約 40%が「把握できていな

い」と回答している 

 

 

（5）コロナ禍／コロナ後の働き方の新しいスタイル 

‧ 約 90%の企業がコロナ禍で「何らかの取組をしている」と回答 

‧ 取組内容は、「出張や外出の制限」をトップに、「時間外労働の縮減」「対面営業の自粛」

「オンライン会議」の適用が多い 

‧ コロナ後の働き方は、時間外労働縮減やオンライン会議はほとんどの企業が引き続き 

実施したいと考えているが、出張や外出、対面営業は再開したいと考えている企業が 

多い 



 

 - 11 - 2021.10  RICE monthly 
 

 

（件） 

【その他意見の内容】 
1. オンライン講習等の選択 
2. 休暇の計画的な取得 
3. 基本的な感染対策（衛

生面） 
4. 状況により判断する 

【その他意見の内容】 
1.歓迎会や新年会を控えた 
2.元請業者とリモートで会議に参加した 
3.必要な場合のみ、テレワークを実施している  
4.有給休暇の計画的な取得の奨励 
5.会議体の縮小 
6.直行直帰の一部措置 
7.相乗りを禁止している 
8.ICT をできる限り取り組む 
9.緊急事態宣言が発令された地域への出張は自粛している 
10. 会議等、大人数が集まる行事等の自粛・制限 
11. 子連れ出勤 
12. 講習（CPDS)はオンラインセミナー利用 

（件） 
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（6）COCOA の利用状況 

‧ 65%の企業が「利用していない」と回答 

 

 

（7）採用者数への影響 

‧ 2022 年度の採用者数の見込みは、「前年度よりも増加」とした企業が約 9％減少し、 

「前年度と同等」が 2021 年度結果より増加した 

 
 

(8) 現場の閉所状況、職員の休日取得状況 

・ 現場の閉所日数は、約 10%の企業が「増加した」と回答 

・ 職員の休日取得状況は、約 20%の企業が「増加した」と回答 

・ 休日取得日数は、4 週 6 休以下の職員が約 6 割を占めている 
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（9）入札・契約の特例措置（工事開始前） 

・約 40%の企業が入札・契約時に書類簡素化やインターネットでの図面閲覧、電子化等  

の特例措置があったと回答 

 

（10）入札・契約の特例措置（主に工事における措置） 

・46%の企業が工事における特例措置があったと回答 

・特例措置の内容は、「設計変更協議」が 44%、「工期の見直し」が 34%、 

「一時中止」が 16%であった 

 

 

 

 

【その他意見】 
• 国交省電子契約に移行（※コロナ影響有

無不明のものも含まれる） 
• 官庁工事はあったが、民間工事はなかった 
• 入札時の立会いがなくなった。他には特例

なし 
• 印鑑が無いだけで書類の数は増えた 
• できる限り役所への来所をしないように指導

された 
• 閲覧等での感染対策の徹底 
• 弊社は措置は希望なしのため、なし 
• あったが自社には当てはまらないものだった  

【その他意見】 
• 条件の緩和、電子契約への移行、郵送やメール

での対応 
• 書類の簡素化 
• 押印の廃止 
• 発注方式の簡素化 
• 設計図書閲覧方法の変更（配布、インターネッ

ト） 
• 入札契約担当者とのリモートによる打合せ  

図-30 入札・契約の特例措置（主に現場における措置） 
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（11）感染防止対策費の設計変更協議の実施状況 

・設計変更協議の実施割合は「国発注工事」が最も多く、「都道府県発注工事」「市町村 

発注工事」「民間企業発注工事」と続く 

 

（12）国、地方自治体の支援策の活用状況 

・39%の企業が「活用していない」と回答 

・活用状況は、「給付金関係」「資金繰り関係」が多い 

 

図-31 設計変更協議の実施状況 

（件） 
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（13）生産性向上に関する取組（ICT 工事） 

・コロナをきっかけに導入を始めた企業は 5%に留まり、半数以上の企業が現在も適用

していない 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 
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【その他意見】 
• 構造物の位置決

め 
• 暗渠工 
• 鋼橋架設 
• 路盤工 
• 地盤改良工 
• 杭工事 等 

（件） 

（件） 
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(14) 生産性向上に関する取組（その他） 

・ 写真管理、出来形管理、品質管理への IT 技術の利用、提出書類の簡素化、ASP（工  

事情報共有システム）の活用が多い 

・ コロナ後にも取り組みたい内容については回答数自体が低調な結果であった 

 

 
 

 

 

（件） 

（件） 

【その他意見】 
• 受発注者間での Web ミーティングの実

施 
• ICT の活用を進めている 
• 測量での IT 適用 
• 設備、宿舎、休憩所等での感染対策 
• 消毒、検温、3 密回避の徹底、PCR

検査 
• 社内・所内でのリモート打合せ 
• コロナ以前より取組んでいる  

【その他意見】 
• 打合せ等の書面開催の増加 
• 測量への IT 適用 
• Web 会議（受発注者間、社内・所内） 
• 基本的な感染対策  
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５. 提言  

アンケート結果を踏まえ、コロナウイルス感染の克服と今後の更なる建設業近代化を推

進するため、以下の施策を提案する。 

 

① ICT 普及に向けた ICT 建機等の官側による保有と施工企業への貸与（除雪機械等と同様

の取り扱いとする）と契約における ICT に要する費用の計上 

 

② 発注者の事務所から１時間以上離れた現場における ASP、遠隔臨場の原則化 

 

③ 地方自治体における電子契約普及率の拡大 

 

④ ４週８休の導入に向けて、就労日数を考慮した技能労働者労務単価の大幅な改善 

 

⑤ 地方自治体、民間企業発注工事におけるコロナウイルスによる影響に関する設計変更

協議の適切な実施 

 

以上 
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Ⅱ．島根県松江市におけるまちづくり等について 

島根県松江市 

副市長 

 平林 剛 

１．はじめに 

 

筆者は令和２年４月から島根県松江市の副市長として、主に中心市街地の活性化などま

ちづくりを担当する副市長として勤務している。 

松江市は古来より出雲平野の中心として国府が置かれ、出雲国風土記にも記載される社

寺が今なお多数残る歴史ある土地である。また、堀尾吉春公が現在日本に５つしかない国宝

指定されている城の一つである松江城を築城されてから約４００年の歴史をもつ城下町で

もある。加えて、市街地の中心部に汽水湖である宍道湖が位置するとともに、これと中海と

の間を結ぶ大橋川が流れる「水の都」であって、宍道湖岸からみる夕日はまさに絶景である。

人口は約２０万人で中核市となっているが、観光のみならず産業面でも強いつながりを有

している近隣の島根県出雲市や鳥取県米子市など中海・宍道湖・大山圏域全体では約６０万

人の人口を抱え、日本海側では有数の都市圏を形成している山陰の中心都市である。 

今回は機会をいただき、筆者が勤務する松江市におけるまちづくりやインフラ整備の状

況等についてご紹介させていただきたい。なお、本稿の内容については、筆者個人の見解に

基づくものであることを、あらかじめお断りさせていただきたい。 

 

 
＜図：松江市の位置図＞ 
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２．河川整備について 

 

（１）斐伊川(ひいかわ)３点セットの概要 

斐伊川は中国山地を源流に出雲平野を経て日本海に注ぐ１級河川であるが、一説にはヤ

マタノオロチ伝説のもとになったとも言われるくらい、その流域がたびたび洪水に見舞わ

れてきたいわゆる暴れ川であった。このため、かつては出雲平野を西向していたところ、江

戸時代に大改修を行い、現在のように宍道湖に注ぐよう東向させたものである。 

その後も頻繁に洪水に見舞われていたが、昭和４７年に戦後最大の大水害に見舞われた。

流域全体で死者１２名、浸水家屋は約２５，０００戸にもおよび、出雲空港が１０日間にわ

たって全面供用不能となり、松江の中心市街地も数日間にわたり広範囲に浸水する被害を

受けた。この大水害を受け、昭和５０年代から国において、上流部の尾原(おばら)ダムや志

津見(しつみ)ダムの建設、中流部の斐伊川放水路の整備、そして下流部の大橋川改修の３点

が一体となって治水機能を分担する斐伊川・神戸川(かんどがわ)治水事業が進められてきた。

上流部と中流部についてはすでに完成し、大きな効果を発揮しているところであるが、近年、

全国で頻発かつ局地化・激甚化する大雨災害に対して、「災害に強いまちづくり」を実現す

るためにも、現在、下流部の大橋川改修の早期完成に向けて整備が進められているところで

ある。 

 

＜図：斐伊川３点セットの概要＞ 

 

 



2021.10  RICE monthly - 22 - 
 

（２）大橋川改修 

大橋川改修については、現在、上流の白潟地区で用地買収を進めており、南岸へ川幅を拡

幅することとしている。これに併せて、松江市においては令和２年度から国土交通省の都市

構造再編集中支援事業を活用して、背後地である中心市街地において、既存ストックと水辺

空間の活用を進めるとともに、歩きたくなる街並みを形成することで、中心市街地の魅力向

上と賑わい創出に取り組んでいくこととしている。 

このほか、上流築堤部の向島地区では築堤護岸が概成し、令和元年５月には日本三大船神

事の一つである「ホーランエンヤ」を多くの市民が整備された護岸から観覧した。上追子(か

みおいこ)地区では排水機場の整備が終わったところであり、現在、東本町地区において築

堤護岸の整備を進めているところである。さらに、下流拡幅部である朝酌矢田(あさくみや

だ)地区においても護岸の整備が進められている。また、中海においては、湖岸堤の整備が

進められてきたが、昨年度で短期整備箇所の整備が完了したところであり、現在は短中期整

備箇所の整備が進められているところである。 

 

 

＜図：大橋川改修の概要＞ 

 

 

 

 














































